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カナダ関連資料 

カナダ特許規則の改正により「相当の注意」基準をクリアすることが 

求められる改正事項の留意点 

（2019年 10月 30日に発効） 
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１．はじめに 
 

 2019 年 7 月 10 日、カナダ政府は、"Canada Gazette, Part II"において、新特許規則

（SOR/2019-251）の最終版を公開しました。この新特許規則と、規則改正に伴う特許法の

改正とは、2019 年 10月 30日に発効します。 

 

 改正特許規則は、実質的にカナダ特許法および特許プラクティスを変更するものです。改正

特許規則には、カナダが、PLT（Patent Law Treaty）を批准するために必要な多くの改正が

含まれています。 

 

今回の改正特許規則のうち、「相当の注意」基準をクリアすることが求められる改正事項に

おいて留意すべきことについて、以下に説明します。 
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